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北朝鮮の対日有害活動

「新年の辞」を読み上げる金正恩第一委員長
（１月）（共同）

仁川アジア競技大会閉会式に出席
するため仁川国際空港に到着した

黄炳瑞軍総政治局長
（10月）（聯合＝共同）

　平成25年12月、金正恩国防委員会第一委員長の後

見人とみられていた張成沢党行政部長が粛清され、

この粛清が金正恩体制に与える影響の大きさが注目

されていました。このような中、「新年の辞」や「思

想大会」を通じて金正恩第一委員長を中心とする党
の「唯一的領導体系の確立」が強調されるなど、金
正恩体制の安定化を図る動向がみられ、これにより

金正恩体制は、現時点では一応の安定性を保っているものとみられます。

　対外的には、北朝鮮は、対話と挑発を使い分けながら、
各種の外交政策を展開し、米韓の合同軍事演習等に対抗す

る形で、26年３月、６月及び７月に弾道ミサイルを発射し

たほか、３月に実施した弾道ミサイル発射を非難した国連

安保理議長の報道談話に反発し、「新たな形態」の核実験
の実施に言及するなど、軍事的な挑発を繰り返しました。
その一方で、９月から10月にかけて韓国で開催された仁川
アジア競技大会の閉会式に黄炳瑞軍総政治局長ら北朝鮮の
高位幹部を出席させるなど、韓国と対話する姿勢を示した
ほか、日本に対しても柔軟な対応を行うなど、日米韓の連
携・結束にひびを生じさせようとする動向もみられました。
　中朝関係については冷却化ともみられる動向がみられる一方で、９月及び11月には、高位
幹部が相次いでロシアを訪問し、11月の崔竜海政治局常務委員の訪問においては、同常務委員

が金正恩第一委員長の特使としてプーチン大統領と面会し、金正恩第一委員長の親書を渡した

ことが伝えられるなど、ロシアとの協力関係を強化しようとする動向がみられました。
　また、北朝鮮の公式メディアによると、北朝鮮は、金日成生誕102周年を迎え、朝鮮総聯に

対し、「在日同胞子女の民主主義的民族教育のために」として、日本円で約２億円の教育援助

費と奨学金を送ったとされるほか、朝鮮総聯中央本部の土地・建物の強制競売をめぐり、３月

に東京地裁が高松市の不動産業者に対する売却決定を出したことに対し、同メディアが、「わ

が方もそれ相応の対応策を講じざるを得ない」との警告を行うなど、北朝鮮と朝鮮総聯の密接
な関係が継続していることが明らかとなりました。

　北朝鮮は、北朝鮮と縁のある著名人による訪朝団等を積極的に受け入れました。また、終戦
前後に現在の北朝鮮地域で死亡し埋葬された残留日本人の遺骨返還問題等に関して、日本人墓
地とされる場所を公開し、遺族による墓参訪朝を継続して受け入れました。このように北朝鮮
においては、我が国において親朝世論を形成しようとする動向がみられました。
　また、朝鮮総聯は、朝鮮学校が高校授業料無償化制度の適用から除外されたことや、朝鮮学
校への補助金支給を打ち切る自治体が増加していることを不当であるなどと主張し、各種宣伝
活動や国会議員、地方議員、自治体等に対する要請行動を行ったほか、国連の人種差別撤廃委
員会へ訴えるなどしました。また、北朝鮮の独裁性、思想統制等を報じた報道機関に対する抗
議等の牽制活動を行いました。
　なお、朝鮮総聯中央本部の土地・建物の強制競売をめぐっては、26年11月に、最高裁判所が
朝鮮総聯の特別抗告及び抗告許可の申立てを棄却したことにより、当該土地・建物の売却許可
の決定が確定した結果、落札企業である高松市の不動産業者に当該土地・建物の所有権が移転
しましたが、その後、27年１月には、高松市の不動産業者から酒田市の不動産業者に当該土地
・建物が転売されました。

　日本政府は、26年７月４日、北朝鮮
が拉致被害者を含む全ての日本人に関
する包括的調査のための特別調査委員
会を設置し、調査を開始したことに伴い、
18年以降北朝鮮に対して講じられた措
置のうち、我が国が独自で講じている
ものの一部の解除（注）を決定しました。
他方で、全ての貨物の輸出入禁止措置
は依然として継続されており、警察で
は、18年以降、これまでに32件の不正
輸出入事件を検挙しており、26年中には、香港を経由して食料品等を北朝鮮向けに不正に輸
出した外国為替及び外国貿易法違反事件（８月、大阪）等２件を検挙しました。
（注）一部解除された対北朝鮮措置の内容
　○　北朝鮮との人的往来に関する措置
　○　北朝鮮向けの支払報告及び支払手段等の携帯輸出届出の下限金額の引下げ措置
　○　北朝鮮籍船舶の日本への入港禁止措置（人道目的のものに限る。）

対日諸工作

対北朝鮮措置
インチョン

出
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　中国においては、平成24年11月に開催された中

国共産党第18期全国代表大会で最高指導者となっ

た習近平総書記が、就任直後から「反腐敗闘争」
を展開したことなどにより、中国国民から一定の

支持を得ました。また、改革の司令塔となる「中

央全面深化改革領導小組」や、国家の安全体制・

戦略を整備する「中央国家安全委員会」等を新設

し、自らがトップに就任するなど、組織上の権力
基盤をほぼ盤石にしたとみられています。
　我が国との関係では、中国は、尖閣諸島を自国

の領土と主張し、その周辺海域に公船を相次いで

派遣して我が国領海に侵入させたほか、東シナ海

空域では中国軍戦闘機を自衛隊機に接近させるな

ど、我が国周辺海空域における活動を急速に拡大
・活発化させました。また、歴史問題でも対日批
判を強め、第二次世界大戦終結70周年となる27年

に合わせて、終戦70周年記念行事を開催すること

を国際社会に呼び掛けるなどの動向がみられまし

た。

　一方で、中国が、元政府高官を訪日させたり、

我が国の閣僚や政府関係者等の訪中を受け入れた

りしたほか、日中間において、非公式ながら安倍

政権発足後初めてとなる外相による会談が行われ

るなど、日中関係の改善に向けた動向もみられました。その後、26年11月、中国・北京で開
催されたアジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）首脳会議の際には、約２年半ぶりとなる日中首脳
会談が行われました。
　また、香港においては、中国政府が29年の香港行政長官選挙制度改革案で立候補者から事実

上民主派を排除する制度を発表したところ、これに反発した民主派の学生団体等が大規模な

抗議活動を行い、香港政府庁舎前等を占拠するなどしたため、政府機能が一時麻痺するなど

の混乱が生じました。
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北朝鮮による拉致容疑事案
　北朝鮮は、14年９月に行われた日朝首脳会談において、初めて日本人の拉致を認め、謝罪し、
同年10月には５人の拉致被害者が帰国しましたが、他の被害者については、いまだ北朝鮮から
納得のいく説明はありません。
　26年に入り、３月30日から31日までの間、中国・北京で１年４か月ぶりに日朝政府間協議が
開催され、引き続いて５月26日から28日までの間、スウェーデン・ストックホルムで行われた
日朝政府間協議において、北朝鮮側は、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関す
る包括的かつ全面的な調査の実施を約束しました。そして、７月１日に中国・北京で行われた
日朝政府間協議では、北朝鮮側から「特別調査委員会」の組織、構成、責任者等に関する説明
があり、その結果等を踏まえ、日本政府は７月４日、対北朝鮮措置の一部を解除しました。そ
の後、９月には中国・瀋陽で、10月には北朝鮮・平壌で協議が行われました。
　警察は、これまでに日本人拉致容疑事案12件17人及び朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致され
た事案１件２人の計13件19人を北朝鮮による拉致容疑事案と判断するとともに、拉致に関与
したとして北朝鮮工作員等８件11人の逮捕状の発付を得て国際手配を行っています。また、
これら以外にも、「北朝鮮による拉致ではないか」との相談・届出等を踏まえ、拉致の可能性
を排除できない行方不明者として全国で881人を捜査・調査の対象としています。
　警察では、今後とも、拉致容疑事案等の全容解明に向けて、関係機関と緊密に連携を図りつ
つ、関連情報の収集や捜査・調査に取り組むこととしています。

情　勢

中国の対日有害活動

日中首脳会談で握手する両首脳（11月）（時事）

香港政府庁舎付近の道路を占拠するデモ隊
（９月）（時事）

しゅうきんぺい

対立する中国公船と外国船舶（時事）
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